
原子炉圧力容器・格納容器注水設備
東京電力株式会社

●安全確保の要件　1.1a（冷温停止状態の維持）
・崩壊熱を除去し冷温停止状態に必要な冷却水を注入できる機
能を有し、原子炉圧力容器底部温度を概ね100℃以下に維持で
きるものであること。

●当社の設計方針　1.1a
・原子炉冷却に必要な注水量を供給可能な能力を備えた原子炉
注水ポンプを設置している。
・なお、1～3号機のいずれも、原子炉圧力容器底部温度は概ね
100℃以下に維持されており、十分冷却されている。

●安全確保の要件　1.1b，c（系統および電源の多重性・多様性）
・系統の多重性または多様性および独立性を備えた設計であるこ
と。また、定期的に機能確認が行えること。
・異なる送電系統で2回線以上の外部電源から受電するとともに、
外部電源喪失の場合でも非常用所内電源から受電できる設計で
あること。

●当社の設計方針　1.1b，c
【注水ポンプ】
常用高台炉注水ポンプ3台を常用系とし、非常用高台炉注水ポン
プ3台および純水タンク脇炉注水ポンプ3台を予備としている。今
後、タービン建屋内炉注水ポンプ6台およびCST炉注水ポンプ4台
の運用も開始予定。
【タンク】
独立した2種類の水源（処理水、ろ過水）に対して、それぞれ複数
のタンク（処理水バッファタンク、ろ過水タンク、純水タンク）を有し
ている。今後3号CST（処理水水源）も運用開始予定。
【原子炉注水ライン】
常・非常用高台炉注水ポンプの注水ラインと、純水タンク脇炉注
水ポンプの注水ラインをそれぞれ独立ラインで構成している。ま
た、タービン建屋内、CST炉注水ポンプも独立ラインで構成する計
画
【電源】
電源は、複数母線から受電できるようにするとともに、電源車、非
常用所内D/Gからも受電可能。また、非常用高台炉注水ポンプ、
純水タンク脇ポンプは専用D/Gを有し、外部電源の供給に関わら
ず受電可能。

●安全確保の要件　1.1d（構造強度）
・材料の選定、製作および検査について、適切と認められる規格
および基準によるものであること。

●当社の設計方針　1.1d
・汎用品を使用しているが、JISや独自の規格等の確認、耐圧もし
くは漏えい試験によって必要な構造強度を有していることを確認。

●安全確保の要件　1.1f（異常の検出）
・異常が生じた場合の検出方法（手段、手順等）が確立されてい
ること。

●当社の設計方針　1.1f
・監視室に設置したモニタでポンプの運転パラメータ、原子炉の冷
却状態を監視（当社の設計方針1.2a）。
・定期的に巡視点検を行い、設備の異常の有無を確認。

●安全確保の要件　1.2a,b（冷却状態の監視）
・冷却状態並びに注入水の流量、圧力及び温度は、適切な方法で
常時監視されていること。なお、冷却状態を直接監視できない場
合は、適切な監視方法が確立されていること。
・冷却状態に異常が生じた場合の検出方法が確立されているこ
と。

●当社の設計方針　1.2a,b
・注入水の流量、圧力は、免震重要棟内にある監視室のモニタで
監視可能。異常が生じた場合には監視室内で警報が発報。
・原子炉圧力容器周辺の温度は、監視室内で常時監視可能。

●安全確保の要件　1.1e（漏えい防止）、1.3a,b（漏えい監視）
・漏えいを防止できること。
・漏えいがあった場合の確実な検出方法（手段、手順等）が確立さ
れていること。
・漏えい箇所を隔離できるとともに、注水を継続できること。

●当社の設計方針　1.1e，1.3a,b
・冷却状態および注水状態の変動の監視により、冷却に影響する
ような漏えいの検出が可能
・微少漏えいについては、高分子吸収剤入りの袋養生（1.1e）にて
対策を行うとともに巡視点検を実施。
・漏えい時には隔離可能な設備構成としている。

●安全確保の要件　1.4a,b（異常時への対応）
・外部電源が利用できない場合にも冷却機能を継続できること。
・母線によって供給される全ての電源が喪失した場合においても
注水冷却をすみやかに再開可能とする電源を備えていること。
・地震、津波等の発生を考慮しても注水冷却を確保できること。

●当社の設計方針　1.4a,b
・非常用高台炉注水ポンプと純水タンク脇炉注水ポンプはそれぞ
れ非常用D/Gを配備。
・地震、津波等により複数の設備が損壊した場合でも、消防車に
より、海からの注水が可能。

●安全確保の要件　1.4c（異常時への対応）、2.1a（耐震性）
・地震、津波等の発生を考慮しても注水冷却を確保できること。
・既設設備について、基準地震動Ssによる地震力に対してその安
全機能が確保できること。確保できない場合は、多様性を考慮し
た設計とすること。
●当社の設計方針　1.4c、2.1a
・仮設設備は、耐震Bクラス設備に適用される静的地震力に対し
耐震性が確保されることを確認。
・既設配管は、東北地方太平洋沖地震により基準地震動Ss相当
の地震力が加わったが、現時点において機能は維持されてい
る。今後、解析や東北地方太平洋沖地震による設備へ影響評価
等を活用しながら、現実的な評価により耐震性を確認。
・基準地震動Ss相当の地震で、複数の仮設設備、タンク等の同
時機能喪失時でも、海水を水源とした消防車による注水が可能。
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（評価結果）
・過渡相当：敷地境界での実効線量は十分小さく、有意な放射性物質の追加放出はない。

・事故相当：敷地境界での実効線量は約1.1×10
-3

mSvであり、安全評価審査指針の「周辺公衆の実効
線量の評価値が発生事故当たり5mSv」に比べて小さく、周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリス
クを与えることはない。
・シビアアクシデント相当：
　敷地境界での実効線量は約3.5mSvであり、緊急時被ばく状況における放射線防護の基準値下限であ
る20mSvに比べて小さい（本評価は1プラントについての評価であるが、仮に3プラント分の放射性物質
の放出を考慮した場合においても20mSvに比べて小さい）。

●異常時の評価
（評価内容）何らかの原因で注水停止した場合の評価。
（評価方法・評価条件）
・時間依存のエネルギーバランス評価によって注水停止後の燃料と上部構造材の温度変化を評価。
温度評価結果を入力として核分裂生成物の放出量及び環境中への線量影響を評価。
・炉心燃料から圧力容器と上部構造材への輻射熱伝達を考慮。
・被ばく評価対象核種はCs134及びCs137とし、上部構造材に付着しているセシウムが温度上昇に伴
い蒸発し、環境に放出されるとして評価。
・炉注水停止時間は、過渡相当が1時間、事故相当が7時間、シビアアクシデント相当が12時間と設
定。
・線量評価では、放射性雲からの被ばくに加えて、地表沈着したセシウムからの被ばくの影響も考慮。
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原子炉注水系統概略図（３号機の例）

①原子炉圧力容器･格納容器内での崩壊熱を適切に除去できること。
②原子炉圧力容器･格納容器内の冷却状態を適切に監視できる機能を有すること。
③原子炉圧力容器底部温度を概ね１００℃以下に維持できる能力を有すること。
④注水設備は多重性又は多様性及び独立性を備えること。
⑤異常時に適切に対応できる機能を有すること。
⑥常設の注水設備が冷却機能を喪失した際の代替冷却機能を有すること。
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原子炉注水系に関する確率論的安全評価について

2.  方針
・原子炉格納容器内及び原子炉圧力容器内に残存しているFP の相当量  

が環境へ放出（大規模放出）される異常事象の前兆事象として，炉心再  
露出及び炉心再損傷に至る頻度を評価

・原子炉注水系が停止すると，炉心再露出し，燃料温度が上昇し，一定時  
間経過後，炉心再損傷へ

・原子炉注水系は，多様性，多重性を強化しているが，注水機能が喪失し  
た際の相対的な脆弱性を把握することは，安全性をより一層向上させる  
上で有用な役割を果たす。

・そこで，原子炉注水系に対して影響が大きい事象を選定し，その後の事  
象進展の確率を，設備構成や故障率を基に推定し，炉心が再損傷に至る  
相対的な頻度を事象毎に評価

3.  条件
・  評価使用の原子炉注水系システム構成を図1に電源構成を図2に示す。
・  起因事象の発生頻度を表1に示す。
・  炉心再損傷の判定条件：

「炉心の少なくとも一部の（健全な）燃料の被覆管表面温度が1,200℃を  
上回ること」

→原子炉注水系機能喪失から，18時間後までに原子炉への注水に成功  
すれば，炉心再損傷を防止

・  主要な機器故障として待機中の機器の起動失敗（実績データ等を参考  
に算出），起動後の運転継続（実績データ等を参考に算出）を考慮
十分な実績データがなかった仮設設備（タンク，外部電源喪失（地  

震以外））については，国内21カ年故障率の10倍等を使用
津波関連のデータは無いことから，津波時の注水ラインの損傷確  

率0.5等の工学的判断値を使用。
・  ヒューマンエラーハンドブック（NUREG/CR-1278）のTHERP手法に基づ  

き，工学的判断値を含めて失敗確率を算定
時間余裕は18時間としたが，注水ライン機能喪失時の異常の検知  

では人的過誤確率1×10-3等の工学的判断値を使用。

1.  安全確保の要件
・原子炉圧力容器・格納容器内での異常事象に関する確率論的安全評価

4.  結果
・  評価結果を図3に示す。炉心再損傷頻度は，2.2×10-4（/年）と評価
・  寄与割合は，大津波事象が約6割，注水ライン機能喪失が約4割

  大津波事象では，漂流物等による注水ライン損傷とその後の注水  
ライン復旧作業の難航により，炉注水の再開に失敗し，炉心再損  
傷に至るシナリオ。

  注水ライン機能喪失ではR/B，T/B内の配管（炉注水ライン）が破  
損した場合，FIやPIでの検知が困難なことから，復旧作業の着手  
に失敗し，炉注水の再開に失敗し，炉心再損傷に至るシナリオ。

5.  まとめ
・  注水機能が喪失した際，相対的に脆弱な設備に対して，以下の改良を予定

  注水ライン機能喪失事象に対しては，R/B本設配管に出来るだけ近  
い位置での圧力計，流量計の設置による配管破損検知の向上

  大津波事象に対しては，タービン建屋内炉注水ポンプ（T/B2階）の設  
置等による注水ラインの強化

起因事象 頻度  (/年) 算出方法

①常用高台炉注水ポンプト  
リップ

1.5×10-2 仮設ポンプの時間故障率と共通要因故障データから算出

②注水ラ  
イン機能  
喪失

②-1  屋外(追設) 6.0×10-2 EPRIのTechnical Report 1013141を参考に算出。追設部は，  
10倍と仮定。②-2  屋外 4.3×10-3

②-3  T/B内 8.4×10-4

②-4  R/B内 9.0×10-4

③一次水源からの供給喪失 6.0×10-1 仮設ポンプ，タンク破損及び閉塞の時間故障率から算出

④外部電源喪失（内的） 1.0×10-1 停止時PSR-PSA（平成20年度実績）での9.4×10-3/年の10  
倍程度と仮定

⑤外部電源喪失（地震） 1.7×100 外部電源喪失の実績から算出

⑥大津波事象 1.4×10-3 「科学」2011年10月号（岩波書店）「東北地方太平洋沖地震  
の断層モデルと巨大地震発生のスーパーサイクル」（東京  
大学地震研究所：佐竹健治氏）による700年に1回を適用

⑦仮設1/2号M/C-B盤火災 4.5×10-2 NUREG/CR-6850を参考に設定

1.0×10-2

1.0×10-5

1.0×10-6

1.0×10-7

1.0×10-8

1.0×10-9

1.0×10-3

1.0×10-4

常用高台炉注水ポンプ
成功基準：3台中1台運転
水源：a，b

CST炉注水ポンプ
成功基準：

2台中1台運転
水源：c

純水タンク脇炉注水ポンプ
成功基準：3台中1台運転
水源：e

事務本館脇海側駐車  
場消防ポンプ(FT-A1)
成功基準：

1台中1台運転
水源：b

ろ過水タンク脇消防  
ポンプ(FT-B2)
厚生棟脇消防ポンプ  
(FT-B1)
成功基準：

2台中2台運転
水源：b

ろ過水タンク脇消防ポンプ(FT-B2)
事務本館脇海側駐車場消防ポンプ(FT-A1)
成功基準：2台中2台運転
水源：d

1.5×10-10

6.0×10-9

1.0×10-9

5.1×10-8

1.3×10-4

寄与割合：62%

4.5×10-10

2.2×10-48.2×10-5

寄与割合：38%

図2  福島第一・1～3号用仮設電源単線結線図概要

表1  起因事象発生頻度について

①トリップ

②-1損傷※

②-3②-4損傷※

③枯渇

④⑤  
外部電源喪失

⑦  
火災

⑥津波により損傷

②-2※⑥津波等  
で損傷

⑥津波により損傷

1.0×10-10

図3  評価結果

タービン建屋内炉注水ポンプ
成功基準：2台中1台運転
水源：a，c

図1  原子炉注水系統図

非常用高台炉注水ポンプ
成功基準：3台中1台運転
水源：a，b

※②注水ライン機能喪失
②-1  事務本館脇から純水タンク付近までの炉注水ラインの損傷
②-2  純水タンク付近からT/Bまでの炉注水ラインの損傷
②-3  T/B内の炉注水ラインの損傷
②-4  R/B内の炉注水ラインの損傷

事務本館脇海側駐車場バック  
アップ消防ポンプ
成功基準：3台中1台運転
水源：海水等

②-3②-4損傷※ ②-3②-4損傷※

移動用MC 移動用MC 予備変M/C 移動用MC

仮設3/4号
M/C(A)

仮設3/4号
M/C(B)

仮設1/2号
M/C(B)

仮設1/2号
M/C(A)

タービン建屋
内炉注水ポン
プ（3号機用）

タービン建屋
内炉注水ポン
プ（2号機用）

純水タンク脇
炉注水ポンプ
（1～3号機用
バックアップ）

常用高台
炉注水ポンプ
（1～3号機用）

D/G
TDG-A

大熊線3L
66ｋV

東北電力 東電原子力線
66kV

大熊線2L
275kV

移動用Tｒ 移動用Tｒ 予備変圧器

所内ボイラ用
EBSTｒ（A)

移動用Tr

電源車
PSC-B

電源車
PSC-A

バック
アップ用

１F-4 P/C4D １F-2 P/C2C

タービン建屋
内炉注水ポン
プ（1号機用）

※5号機
M/C5Bより

3号T/B前

CST
炉注水ポンプ

1号T/B前 事務本館前情報棟前(2)

資料２
東京電力株式会社

t1166891
長方形



 

１号機 窒素封入停止後４％到達日数と窒素封入量の推移 ２号機 窒素封入停止後４％到達日数と窒素封入量の推移 ３号機 窒素封入停止後４％到達日数と窒素封入量の推移

窒素封入量：14m3/h
窒素封入量：13m3/h

窒素封入量：12m3/h

窒
素
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●安全確保の要件 1.a. 
  動的機器及び電源は、多重性又は多様性及び独立性を備えた設計であり、定期的に機能確

認が行えること。 
→設計方針①（多重性・多様性） 
  窒素ガス分離装置（A）、（B）、高台窒素ガス分離装置、膜式窒素分離装置を設置し多重化 
を図っている。 

  電源は系統電源やディーゼル発電機から受電可能な設備を設置し、多重化を図っている。 
  これらの機器については定期的に機能確認を行うことが可能な設計となっている。 
●安全確保の要件 1.b. 
  異なる送電系統で２回線以上の外部電源から受電するとともに、外部電源喪失の場合にお 
いても、所内の独立した電源設備から受電できる設計であること。 

→設計方針② 
  窒素ガス分離装置（Ａ）、（Ｂ）は現在１回線から受電しており、当該回線は手動切替によ 
り、複数の外部電源から受電可能である。平成２４年３月に２回線から受電する予定。外部 
電源喪失の場合に備えて、ディーゼル発電機を備えた窒素ガス分離装置を設置している。 

●安全確保の要件 1.c. 
  設備の状態に異常が生じた場合の検出方法（手段及び手順等）が確立されていること。 
→設計方針③（監視機能） 
  窒素封入圧力及び窒素封入流量についてウェブカメラを用いた監視が可能である。また、 
１日に１回以上巡視を行い機器の状態を確認している。 

  これらのパラメータや巡視により異常が確認された場合には手順書に沿った対応を行う。 
●安全確保の要件 1.d. 
  設計、材料の選定、制作及び検査について適切と認められる規格及び基準によるものであ

ること。 
→設計方針④（構造強度） 
  JSME 等に従うことを基本方針とし、必要に応じて製品規格等に従っている。また、事前 
の耐圧・漏えい確認により、有意な変形や漏えい、運転状態に異常のないことを確認して 
いる。 

●安全確保の要件 3.a. 
  原子炉格納容器内に窒素を注入する設備は、想定されるいかなる状態においても、原子炉 
格納容器の内部を不活性な雰囲気に保つ機能を有すること。 

→設計方針⑤（窒素ガス供給機能） 
  窒素の供給が停止した場合、水素の可燃限界に至るまでには約５日程度の時間的余裕があ 
り、その期間内に窒素の再供給が可能となっている。 

 
  

◎窒素封入停止時の時間余裕について 

  福島第一原子力発電所１～３号機には１号機:12m3/h（現在 28 m3/h）、２号機:13m3/h 、

３号機:14m3/h の窒素を封入することとしている。 

  設備の故障等により窒素の供給が停止した場合、原子炉格納容器内の雰囲気が水素の 

可燃限界に至るまでには、左記のグラフに示すとおり平成２３年１０月１７日時点で最短

約５日程度の余裕がある。 

 

◎異常時の措置 

  原子炉格納容器窒素封入設備の主要な設備は多重化を行っており、機器の単一故障を想

定した場合の復旧所要時間は以下の通り。 

 

   窒素ガス分離装置の故障：所要時間（目安）２時間程度 

   外部電源喪失     ：所要時間（目安）２～３時間程度 

   窒素供給ラインの損傷 ：所要時間（目安）８時間程度 

 

  津波等により複数の設備が同時に機能喪失した場合は高台窒素ガス分離装置、予備の 

ホース及び取り付け治具を用いて速やかに窒素供給を再開する。 

膜式窒素分離装置Ａ 

8Nm3/h 

膜式窒素分離装置Ｂ 

8Nm3/h 

膜式窒素分離装置Ｃ 

8Nm3/h 

Ｄ／Ｇ

窒素ガス分離装置Ａ 

70Nm3/h 

窒素ガス分離装置Ｂ 

140Nm3/h 

Ｄ／Ｇ
高台窒素ガス分離装置

500Nm3/h 

処理水バッファタンク
バブリング用 

窒素ガス分離装置 

60Nm3/h

ＦＩ ＰＩ 

・ 

 

ＦＩ ＰＩ 

・ 

ＦＩ ＰＩ 

・ 
１号機用津波対策予備 

２号機用津波対策予備 

３号機用津波対策予備 

原子炉建屋内 

原子炉建屋内 

原子炉建屋内 既設 

既設

既設

ＡＣ系 

ＦＣＳ系 

PCVL/T 
予備座 

１号機 

２号機 

３号機 

設計方針①、②、③ 

設計方針①、②、③、⑥

設計方針①、②、③、⑥、⑦

設計方針③ 

設計方針③ 

設計方針③ 

設計方針⑦ 

共用化 

原子炉格納容器窒素封入設備 概要図 

●安全確保の要件 6.a. 
  外部電源が利用できない場合においても原子炉格納容器内の不活性雰囲気の維持機能を継続できること。 
→設計方針⑥（異常時への対応機能） 
  外部電源が不要のディーゼル発電機付の窒素ガス分離装置を設置しており外部電源喪失時にも原子炉格納容器内雰囲気を不活性に維持するこ

とが可能である。 
●安全確保の要件 6.b.  
  地震、津波等の外的事象に対して、格納容器内に窒素を注入する設備については、速やかに再開可能であること。 
→設計方針⑦（異常時への対応機能） 
  津波の到達しない高台（OP.35,000）に窒素ガス分離装置を設置し、予備のホースを津波発生後に速やかに敷設し、窒素の供給を再開する。 

原子炉格納容器窒素封入設備の概要について
東京電力株式会社 

 
水素又は酸素の濃度を監視・抑制し、水素爆発を防止することができる機能を有すること 

基本目標 

t1166891
テキストボックス
原子炉格納容器窒素封入設備に係る施設運営計画について

t1166891
テキストボックス
無断複製・転載禁止　東京電力株式会社



●安全確保の要件1.1(a)
・使用済燃料プール内燃料の崩壊熱を除去し、
安定冷却に必要な冷却水を循環冷却できる機
能を有すること。
●設計方針（冷却機能）
・一次系ポンプ、熱交換器等により崩壊熱を連
続的に除去し、使用済燃料プール水の冷却を
安定して継続できる設計とする。

●安全確保の要件1.1(a)
・必要に応じて使用済燃料プールへ冷却水
の補給ができる機能を有すること。
●設計方針（補給機能）
・一次系補給水ラインを設け、冷却水の補
給が可能な設備構成とする。

基本目標
①崩壊熱を適切に除去し、最終的な熱の逃がし場へ輸送できる機能及びその
冷却水の浄化機能を有すること。
②冷却水の保有量及び温度を適切に監視でき、必要に応じて冷却水の補給
ができる機能を有すること。
③万一の冷却水の漏えいに対して、適切に対応できる機能を有すること。
④循環冷却設備が冷却機能を喪失した際の代替冷却機能を有すること。
⑤臨界が防止されていることを適切な手段により確認し、想定されるいかなる
場合でも、臨界を防止できる機能を有すること。

●安全確保の要件1.1(c)
・設計、材料の選定、制作及び検査について適
切と認められる規格・基準によるものであること。
●設計方針（構造強度）
・JSMEやJEAGに従うことを基本方針とし、必要
に応じてJISや製品規格に従った設計とする。ま
た、耐圧試験や系統試験により、有意な変形や
漏えい、運転状態に異常のないことを確認する。

●安全確保の要件1.1(d)
・漏えいを防止できること。万一冷却水が漏えいしても
建屋外に漏えいしない機能を有すること。
●設計方針（漏えい防止機能）
・自動停止のインターロックを設け、漏えいを最小限に
抑える設計とする。また、一次系設備は建屋内に設置
し、建屋破損等の漏えい経路には堰を設け、建屋外
への漏えいを防止する設計とする。（スキマサージタン
ク及び配管内保有水量全量が漏えいしても建屋外へ
漏えいしない堰高さとする。）

●安全確保の要件1.1(e)
・異常が生じた場合の検出方法が確立
されているとともに、機能喪失時の対策
が準備されていること。
●設計方針（監視機能及び非常用注水
機能）
・監視設備（安全確保の要件1.2(a)(b)）に
て検出方法が確立された設計とする。ま
た、消防車や電動ポンプといった非常用
注水設備を設け、機能喪失時の対策の
準備を行うこととする。

●安全確保の要件1.3(a)(b)(c)
・腐食等による放射性物質の漏えいや使用済燃料
プール水の漏えいを防止する観点から、浄化機能を
備えていること。
・使用済燃料プール水の分析が行えること。
・使用済燃料プールからの放射性物質の放出が抑制
されていることを把握できること。
●設計方針（浄化機能）
・使用済燃料プールへの薬液注入や浄化装置を一次
系ラインに設置できる設計とする。
・一次系ラインから使用済燃料プール水をサンプリン
グできる設計とする。
・監視設備（安全確保の要件1.2(a)(b)）における温度を
監視することで、放射性物質の放出が抑制されている
ことの把握を可能とする。

使用済燃料プール等

●安全確保の要件1.4(a)(b)
・漏えいがあった場合の確実な検出方法が確立されて
いること。
・漏えいが発生した場合、漏えい箇所の隔離等により
建屋等の外への漏えいを防止できること。
●設計方針（漏えい監視）
・監視設備(安全確保の要件1.2(a)(b))のうち、スキマ
サージタンク水位を監視することで漏えいの検出が可
能な設計とする。また、一次系差流量や床漏えい検知
器（４号機）でも漏えい監視が可能な設計とする。
・漏えいがあった場合、隔離弁及び漏えい防止機能
（安全確保の要件1.1(d)）のために設置した堰により建
屋等の外への漏えいを防止する設計とする。

：　二次系ライン（仮設）

：　仮設・既設取り合い

：　非常時ライン

：　一次系ライン（既設）

：　一次系補給水ライン

：　一次系ライン（仮設）

●安全確保の要件2.1(a)
・使用済燃料プールについて、基準地震動Ｓｓによる
地震力に対してその安全機能が確保できること。
●確認方針（プール構造強度）
・現在の建屋状況を考慮した場合において、使用済燃
料プールの耐震安全性が確保されることを確認するこ
ととする。●安全確保の要件2.2(a)

・使用済燃料プールにおける臨界が防止されているこ
とを適切な手段により確認し、想定されるいかなる場合
でも、臨界を防止できる機能を有すること。
●確認方針（プール未臨界性）
・モニタリングポスト及び使用済燃料プールの水位や水
温監視により、臨界していないことを確認することとす
る。また、使用済燃料プールの水質管理や使用済燃料
プールへの異物落下防止対策等を行い、使用済燃料
ラック内の燃料位置を確保することとする。

一次系／二次系ポンプの故障や地
震・津波等の原因により使用済燃料
プール冷却系が機能喪失し、使用済
燃料プールの水温が上昇し、使用済
燃料プール水位が低下する。

シナリオ

評価結果対策及び保護機能

異常時に関する説明書の概要

①一次系／二次系ポンプが停止した場合は、待機号機の起動
（対応目安時間：約1時間程度）
②電源喪失時においては、外部電源の切替を行い、切替に長時間かかる場合
は、非常用注水設備による冷却（対応目安時間：約3時間程度）
③一次系ライン損傷時においては、漏えい水を処理した後、非常用注水設備
による冷却（対応目安時間：約6時間程度）
④地震・津波により複数の系統や機器の機能が同時に喪失した場合、消防車
による冷却（対応目安時間：約3時間程度）
⑤地震・津波により非常用注水設備による冷却が困難な場合は、コンクリート
ポンプ等を用いた冷却（対応目安時間：約6時間程度）

評価条件

●崩壊熱（平成23年10月17日時点）
１号機：0.14MW
２号機：0.43MW
３号機：0.39MW
４号機：1.15MW

保守的に外部への放熱は考慮せず、崩壊
熱は全てプール水の温度状況に寄与するも
のとする。
●初期温度
保守的に65℃とする。

使用済燃料プール冷却系が機能喪失し
てから、使用済燃料プール水位が有効
燃料頂部+2m（水遮へいが有効とされる
水位）に至るまでの期間

１号機：約93日
２号機：約42日
３号機：約47日
４号機：約16日

結論

評価結果より、使用済燃料プール水位が有効燃
料頂部+2mに至るまでの期間は時間的裕度があ
る。そのため、他に緊急度の高い復旧作業があ
る場合は、そちらを優先して実施することになる
が、使用済燃料プールの冷却再開に関する復旧
作業は事前の準備が整い次第、速やかに実施
することで、使用済燃料プールの冷却を再開す
る。
以上より、使用済燃料プール冷却系の機能が喪
失した場合においても、使用済燃料プールの冷
却は維持される。

●安全確保の要件1.5(a)(b)(c)
・外部電源が利用できない場合にも冷
却を確保できること。
・全母線電源喪失に対して冷却を確保
できること。
・地震、津波等の発生を考慮しても冷却
を確保できること。
●設計方針（非常用注水機能）
・非常用注水設備(安全確保の要件
1.1(e))を用いて使用済燃料プールの冷
却が可能な設計とする。

●安全確保の要件2.3(a)
・漏えいがあった場合の確実な検出方法が確
立されていること。
●確認方針（プール漏えい監視）
・スキマサージタンクの水位を監視することで、
漏えいの有無を検出することとする。

ストレーナ

使用済燃料プール

スキマサージタンク

MO

TE

FPC系熱交換器(A) FPC系熱交換器(B)

冷却塔

サージタンク

ろ過水タンク

純水タンク

海

電動ポンプ

消防車

AO AO

燃料プール
ろ過脱塩装置（B）へ

燃料プール
ろ過脱塩装置（A）へ

FT

PT

一次系ポンプ(B)
熱交換
器（B）

PT

MO PT PT

熱交換
器（A）

一次系ポンプ(A)

TE

TE

FT
MO燃料プール

ろ過脱塩装置
（A）から

燃料プール
ろ過脱塩装置
（B）から

二次系ポンプ（B）

二次系ポンプ（A）

冷却塔

AO

AO AO

MO

FPC系ポンプ(A) FPC系ポンプ(B)

１／２号機FSTR（フィルタースラッジタンクルーム）

屋外

２号機原子炉建屋

廃棄物処理建屋

ＬT

●安全確保の要件1.2(a)(b)
・使用済燃料プール水位及び水温や循環流量が適切な
方法で監視できること。また、異常が生じた場合の検出
方法が確立されていること。
●設計方針（監視機能）
・現場にある監視カメラを通して重要免震棟内にある監
視室のモニタで監視可能とし、異常が生じた場合は監視
室内で警報が発報する設計とする。また、監視室内の緊
急停止ボタンにより手動停止が可能な設計とする。

●安全確保の要件1.1(b)
・動的機器・駆動電源は、多重性を備えた設計であること。
●設計方針（多重性・多様性）
・一次系/二次系ポンプ等は1系列100%容量、1系列予備とする
ことで多重性を有する設計とする。また、複数の外部電源により
駆動電源を多重化する設計とする。
(所内電源のうちM/C下流側については多重化が図られていな
いため、今後多重化を図る計画である。)

東京電力株式会社
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基本目標
①原子炉圧力容器･格納容器内での臨界を防止できること。
②原子炉圧力容器･格納容器内での臨界を検知できる機能を有すること。

●安全確保の要件（1.a 再臨界防止）
・再臨界に至った場合、又は再臨界の可能性が認められた場合に、未臨界
　にできること、又は再臨界を防止する機能を有する設計であること。
●設計方針
ホウ酸水注入設備にて、ホウ酸を注入し、再臨界状態が継続した場合は、
ホウ酸を連続注入する。

●安全確保の要件（1.b 多重性、多様性、独立性）
・動的機器及び駆動電源は、多重性又は多様性及び独立性を備えた設計であること。
●設計方針
・ホウ酸水タンクを２基設置している。万が一タンクが２基同時に損傷してしまう場合に備え、仮設プールの
  配備を計画している。
・なお、原子炉注水系以降については、多重性，多様性，独立性に関する考え方は、原子炉注水系と同様。

●安全確保の要件（1.c,d 構造強度等）
・設計、材料の選定、製作及び検査について、適切と認められる規格及び基準によるものであること。
●設計方針
・ホウ酸水タンクは満水時の水頭圧に対し十分な強度を有するものを採用し、漏えい試験で問題ないことを
　確認している。
・耐震性については、ホウ酸水タンクは耐震Ｂクラスに適用される静的地震力に対しても転倒しないことを確
　認している。
・配管類はフレキシビリティを有したものを採用しており、有意な応力は発生しない。

●安全確保の要件（1.e 設備異常の検出）
・異常が生じた場合の検出方法（手段、手順等）が確立されていること。
●設計方針
・定期的な巡視点検により設備の異常の有無を確認する。
・ホウ酸水量についても、ホウ酸水タンクの水位、温度、濃度を定期的に確認する。

●安全確保の要件（2.a 臨界検知機能）
・再臨界、又はその可能性を検知できること。直接検知できない場合は、把
握できるパラメータによって適切な評価ができる方法（手段、手順等）が確
立されていること。
●設計方針
再臨界時はデブリから希ガス、よう素が放出されることから、ダスト放射線
モニタ、可搬式モニタリングポスト、モニタリングポストで監視を行う。デブリ
の発熱によるボイド発生、温度上昇があることから、RPV圧力、温度上昇
率の監視も行う。また、原子炉格納容器ガス管理設備の設置後は、Ge検
出器による短半減期核種の有無を確認する。

●安全確保の要件（3.a,b,c 異常時の対応）
・外部電源が利用できない場合にも、必要なホウ酸水を注入できること。
・全母線電源の喪失に対しても、必要なホウ酸水を注入できること。
・地震、津波等の発生を考慮しても、必要なホウ酸水を注入できること。
●設計方針
・外部電源や母線電源の喪失時は、専用発電機を電源とする非常用高台炉注水ポンプによりホウ酸水を注入。
・ホウ酸水タンクを２基設置するとともに、地震の影響で同時に損傷しないよう１基はホウ酸水を入れず、耐震性
　を確保する。なお、万が一２基同時に損傷した場合に備え、仮設プールの配備を計画している。
※ホウ酸水タンクは津波の影響を受けにくい高台に設置。

異常時の評価

再臨界検知後、何らかの
原因により、ホウ酸水注
入時に2基とも仮設タンク
が損傷する。

原因
仮設ホウ酸水タンクが2基同時に損傷し
た場合は仮設プールの設置を行いホウ
酸水注入が可能な状態にする。（注水再
開の所要時間：12時間程度）

拡大防止対策

再臨界発生からホウ酸水注入までの時間とし
て、再臨界検知2時間（検知１時間＋判断１時
間）、仮設プール設置12時間（組立構造を考慮）、
ホウ酸を投入するまで4時間、合計18時間を要す
るとした。

評価条件

被ばく量は敷地境界
で約0.34mSvとなる。

評価結果 結論

被ばく量は約0.34mSvであり、
事故基準5mSvを十分に下回
る。

概要

　現在の1～3号機の燃料は、モニタリングポスト指示値やプロセス主建
屋内に貯蔵されている滞留水（1～3号機の滞留水が移送されたもの）の
よう素濃度が連続的に減少してきており、現時点では検出限界以下に
なっていることから未臨界状態であると判断している。また、再臨界評価
から、制御棒が全く混入していない場合でも、未臨界状態と評価され
た。今後も工学的には再臨界の可能性は極めて低いと考えられる。
　しかしながら、燃料は損傷しておりかつその状況を現状では正確に把
握できていないことから、再臨界の可能性を完全には払拭できない。そ
こで、念のための設備として、原子炉圧力容器・格納容器ホウ酸水注入
設備（以下、ホウ酸水注入系という）を用意する（ホウ酸：五ホウ酸ナトリ
ウム）。
　ホウ酸水注入系は原子炉注水系の水源をホウ酸水タンクに切り替え
ることにより原子炉注水系を介してホウ酸を注水する仕組みとなってお
り、原子炉注水系上流のホウ酸水タンクとその接続ラインが主要設備で
ある。
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9月中旬から
現在10月17日まで検出限界以下

臨界判断基準
号機共通
○モニタリングポスト　変動5μSv/h以上
○圧力・温度上昇率
再臨界時、蒸気が発生している状態では、圧力で監視することが検知性が
よく、圧力上昇率で監視する。一方、蒸気が発生していない状態では、温度
上昇率で監視する。3号機では、圧力計が存在しない為、代替として、過去
最大の温度上昇率で監視する。また、温度上昇率でさらに小さい再臨界を
監視する場合、温度指示値の変動幅に隠れてしまう為、一日あたりの温度
上昇率で監視することによって、検知性を高める。
　　1号機　4.0kPa/h(28kW）　　　　　　　　 9.9℃/d（40kW）
　　2号機　2.8kPa/h(28kW）　　　　　　　　 8.6℃/d（40kW）
　　3号機　3.6℃/h（圧力計なし400kW）　8.6℃/d（40kW）
○1号機　ダスト放射線モニタ　バックグランドレベル変動幅以上
○2号機　原子炉格納容器ガス管理設備　短半減期核種有無　今月目途
○3号機　可搬型モニタリングポスト　変動5μSv/h　　以上
１,3号機　原子炉格納容器ガス管理設備の設置予定、3号機　放射線ダスト
モニタ設置予定

短半減期核種よう素131濃度推移

東京電力株式会社
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高レベル放射性汚染水処理設備、貯留設備（タンク等）、廃スラッジ貯蔵施設、使用済セシウム吸着塔保管施設及び関連設備（移送配管、移送ポンプ等） 

１．設備概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．中期的安全確保の基本目標に対する設計方針 

（１） 処理能力（発生量を上回る処理能力、放射性物質の濃度及び量の低減） 

・ 汚染水処理設備等は、原子炉への注水や雨水、地下水の浸透により追加発生する滞留水量及び汚

染水処理設備の稼働を考慮して処理容量 1,200m3/日（50m3/h）を 100％とし、移送装置、処理設

備、淡水化設備等を設置。 

・ 滞留水の発生量は、これまでの実績で、原子炉への注水量（600m3/日）及び雨水・地下水により

発生する滞留水量（通常時 200～500m3/日）であり、滞留水発生量を上回る処理能力を有する。 

なお、降雨の影響により、今後滞留水の発生量が増加することも考えられるが、長期的には処

理容量の方が滞留水の発生量より大きく、タービン建屋等の水位を低下させることが可能。 

・ 処理装置の Cs-134、137 の除染係数（DF）は、概ね目標値（1.0E+06）を満足。 

・ 淡水化装置の塩分除去能力は、44ppm（9/27 サンプリング）であり、目標値（250ppm）を満足。 

・ 使用済セシウム吸着塔一時保管施設及び廃スラッジ一時保管施設は、汚染水処理設備で発生する

廃棄物を貯蔵できる容量を設置。 

（２） 長期停止に対する考慮（複数系統及び十分な貯留設備） 

・ 処理装置は、単独若しくは組み合わせでの運転が可能な設計 

・ 汚染水処理設備等の動的機器は、その故障により滞留水の移送・処理が長期停止することがない

ように原則として多重化。 

・ 汚染水処理設備の長期停止時にも一定期間は建屋等から所外へ漏れ出ないように、タービン建屋

等の水位を管理するとともに、貯留用のタンクを設置。 

・ 汚染水処理設備等は、異なる送電系統で２回線以上の外部電源からの受電や外部電源喪失時にお

いて非常用所内電源から必要に応じて受電できる設計。 

・ 廃スラッジ一時保管施設の動的機器及び駆動電源は、多重性又は多様性を備えた設計。 

（３） 漏えい防止及び漏えい時の散逸抑制 

・ 設置環境や内部流体の性状等に応じた適切な材料を使用するとともに、タンク水位の検出器等を

設置。 

・ 滞留水の処理状況の確認、貯留状況及び漏えい検知に必要な主要パラメータを監視できる設計。 

・ タンク水位、漏えい検知等の警報については、異常を確実に運転員に伝え適切な措置をとれるよ

うに制御室に表示。 

 

（４） 気体状の放射性物質及び可燃性ガスの管理 

・ セシウム吸着塔は、水の放射線分解により発生する可燃性ガスを適切に排出できるようにベント

を設けて換気。なお、保管時には、内部の水抜きを行い、可燃性ガスの発生を抑制。 

・ 廃スラッジを貯蔵する造粒固化体貯槽は、除染装置に設置している排風機によりフィルタを介し

て排気。また、排風機の停止を考慮して、ベントを設置。 

・ 廃スラッジ一時保管施設は、排気設備にフィルタを設けて気体状の放射性物質を捕獲する設計と

し、放射性物質濃度を測定する装置を設置。 

 

３．異常時の措置 
 

表１ 汚染水処理設備、貯留設備（タンク等）及び関連設備（移送配管、移送ポンプ等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表２ 廃スラッジ貯蔵施設 

 

 

 

事 象 設備対策 措 置 

機器の単一故障 ・動的機器や外部電源を多重化 ・機器等の切替作業により、速やかに

滞留水の処理を回復 

処理装置の除染能力が目

標性能以下 

・処理装置全体で多重化を確立 ・各装置の組み合わせもしくは単独に

よる運転 

降水量が多い場合 ・過去の月最大降水量データ等を

用いて滞留水移送量・処理量を

評価した結果、各建屋の水位を

維持させることが可能 

・降水量が多い場合には、滞留水の移

送量、処理量を定格より増加させる

等の措置を実施 

津波時 ・仮設防潮堤により、余震津波を

防止 

・大津波警報が出された場合は、装置

を停止し、隔離弁を閉めて、滞留水

の流出を防止 

処理機能喪失時 ・処理装置は、各々単独運転が可

能 

・所内電源系統の分離、設置場所

の分離 

・タービン建屋等の水位を OP.3,000mm

前後で管理し、余裕を確保 

・復旧までの間、追加発生量を高濃度

滞留水受タンク等に貯留 

・短期間で新たな処理が可能なよう、

予備品を準備 

・水位が一定値以上になった場合、炉

注水量を調整し滞留水発生量を抑制

 

事 象 設備対策 措 置 

機器の単一故障 

（廃スラッジ一時保管施設）

・動的機器や外部電源を多重化 ・機器等の切替作業により、速

やかに安全機能を回復 

外部電源喪失 

（造粒固化体貯槽、廃スラッ

ジ一時保管施設） 

・ベントラインの設置、窒素ボンベ・

仮設排風機・電源車等が接続可能

なように取合口又は接続口を設置 

・ベントラインの手動弁の開操

作、窒素ボンベ等の接続を行

い、排気 

原子炉建屋

中低濃度タンク

タービン建屋

貯水タンク

第二セシウム吸着装置
（ゼオライト吸着方式）

除染装置
(凝集沈殿方式)

淡水化装置

－逆浸透膜装置（ＲＯ）
－蒸発濃縮缶装置

油分分離装置

プロセス主建屋
高温焼却炉建屋

P

セシウム吸着装置

（ゼオライト吸着方式）

P P

セシウム吸着塔仮保管施設

セシウム吸着塔一時保管施設

使用済みの吸着塔

廃スラッジ一時保管施設

廃スラッジ

造粒固化体貯槽炉注水ポンプ
高濃度滞留水受タンク

P

処理装置
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高レベル放射性汚染水を貯留している（滞留している場合も含む）建屋等 

 
 

設 計 方 針 中期的安全確保の 

基本目標 １～４号炉（原子炉建屋、タービン建屋（トレンチ、立坑、コントロール建屋含む）、廃棄物処理建屋） プロセス主建屋，高温焼却炉建屋 

①高レベル汚染水の

状況監視および外

部への漏えい防止 

安全確保の要件 2.a 

-監視 

・ 原子炉建屋、タービン建屋、廃棄物処理建屋内の滞留水の水位を監視 

-漏えい防止 

・ 建屋内滞留水の水位がサブドレン水の水位よりも低くなるよう管理 

なお、１号炉については、建屋内滞留水の水位をサブドレン水の水位以下に管理できていないが、建屋内滞留水の水位やサブ

ドレン水の放射能濃度の測定結果より、建屋外への漏えいはないと考える。しかし、建屋外への漏えい防止機能を高めるため、

現在２号炉タービン建屋への移送ラインを敷設中 

・ ２～４号炉の OP.4,000 にある立坑は開口部閉塞を実施（１号炉の立坑は地上で接続され、立坑から外部への漏えいはない）

・ コンクリート壁中における放射性物質の拡散は、プロセス主建屋及び高温焼却炉建屋と同程度と評価 

・ 万一、滞留水が地下水に混入した場合を考慮し、１～４号炉の既設護岸の前面に遮水壁を設置して、海洋汚染を防止する予定

-監視 

・ 建屋内滞留水の水位を監視 

-漏えい防止 

・ 当該建屋の系外への貫通部の止水工事を実施 

・ 外壁、床面等の亀裂などの補修を実施 

・ 建屋内滞留水の水位がサブドレン水の水位よりも低くなる

よう管理 

・ コンクリート壁中における放射性物質の拡散評価を実施 

②高レベル汚染水処

理設備の長期停止

及び豪雨等があっ

た場合の外部への

漏えい防止 

安全確保の要件 2.b 

海洋への放出リスクの高まる OP.4,000mm までの余裕を確保及び、地下水からの流入量を抑制する観点から、以下の水位で管理 

-１号炉 

・ １号炉の滞留水が流入する２号炉タービン建屋等の水位で管理 

-２号炉～４号炉 

・ タービン建屋等の水位を OP.3,000mm 前後で管理 

・ 受け入れ元のタービン建屋等の水位を OP.3,000mm 前後で維

持し、余裕を確保 

・ 滞留水が急増した場合の貯留先として、高濃度滞留水受タ

ンク等を設置 

③気体状の放射性物

質の放出抑制・管理 

安全確保の要件 2.c,e 

・ タービン建屋及び廃棄物処理建屋の大きな地下開口部について可能な限り閉塞を実施 

・ １～３号炉の原子炉建屋上部等のダストサンプリングを実施して監視 

・ １号炉は、原子炉建屋にカバー及び排気設備を設置し、放射性物質の放出低減のためフィルターを通して排気 

・ 大きな地下開口部について可能な限り閉塞を実施 

・ 必要に応じてダストサンプリングを実施して監視 

・ 建屋上部の吸気口に局所排風機を設置し、フィルターを通

して排気（水素対策） 

④建屋周辺の地下水

のモニタリング 

安全確保の要件 2.d 

・ サブドレン水の放射能濃度を定期的に測定し監視 ・ サブドレン水の放射能濃度を定期的に測定し監視 

放射能測定箇所

水位測定箇所

水位、放射能測定箇所

施　設 貯蔵量*1 タービン建屋水位*2 原子炉建屋水位*2 廃棄物処理建屋水位*2

1号炉 約16,250m3 OP.4,952 OP.4,562 OP.2,981

2号炉 約21,400m3 OP.2,915 OP.2,990 OP.2,935

3号炉 約22,600m3 OP.3,137 OP.3,275 OP.3,182

4号炉 約18,300m3 OP.3,123 OP.3,144 OP.3,029

合　計 約78,550m3

*1：貯蔵量は平成23年10月18日時点

*2：水位は平成23年10月7日時点

施　設 貯蔵量*3 建屋水位*4

プロセス主建屋 約10,310m3 OP.2,592

高温焼却炉建屋 約4,120m3 OP.2,841

合　計 約14,430m
3

*3：貯蔵量は平成23年10月18日時点

*4：水位は平成23年10月18日時点

プロセス主建屋

OP -1,300
OP -800

高温焼却炉

建屋#1Rw/B #2Rw/B#1T/B #2T/B

#2R/B#1R/B

OP +3,200

OP -1,230

OP +1,400
OP -300

OP +1,900

OP -2,060  

#3T/B

#3R/B

OP +1,900

OP -2,060

OP -300

#3RW/B #4T/B

OP +1,900

#4R/B

OP -2,060

OP -300

#4RW/B

集中廃棄物処理建屋

高温焼却炉

建屋

焼却工作建屋

プロセス主建屋

サイトバンカ建屋

水の移動

双方向に水の移動

過去に水の移動  

1,2号炉建屋

#1 T/B #2 T/B

#2 R/B

#1
RW/B#1 R/B #2

RW/B

#3 T/B #4 T/B

#3 R/B #4 R/B#3
 R

W
/B

#4
RW/B

3,4号炉建屋

原子炉注水

原子炉注水

集中廃棄物処理建屋へ移送

集中廃棄物処理建屋へ移送

原子炉注水  
護岸での立坑レベル（3,4 号炉） 

OP.4,000 
護岸での立坑レベル（2 号炉） 

OP.4,000 
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電気系統 

仮設 3/4 号 
M/C(B) 

仮設 3/4 号 
M/C(A) 

所内共通 
M/C(2A) 

プロセス建屋 
後備 M/C 

プロセス建屋 
常用 M/C 

仮設 1/2 号 
M/C(B) 

M/C 
6B-1 

M/C
5SB-2 

予備変 
M/C 

仮設 1/2 号 
M/C(A) 

蒸発濃縮処理 
設備 M/C 

5／6 号機 

66kV 夜の森線 1 号線／2 号線 
   （双葉線を活用） 

東北電力 
66kV 東電原子力線

275kV 大熊線 2 号線 66kV 大熊線 3 号線 

66kV/6.9kV 

受電用変圧器 

起動変圧器
5SB 

起動変圧器 
5SA 

移動用 

ミニクラッド 

66kV/6.9kV 

受電用変圧器 

66kV/6.9kV 

受電用変圧器 66kV/6.9kV 

受電用変圧器 

275kV/66kV 

受電用変圧器 

M/C
5SA-1 

M/C 
5SB-1 

M/C
5A 

M/C 
5B 

M/C 
5SA-2 

M/C
5C 

M/C 
5D 

M/C 
6C 

M/C
6D 

M/C 
6A-2 

M/C
6B-2 

電源車 電源車

移動用 

ミニクラッド 
移動用 

ミニクラッド 

：仮設機器 

『設計方針』 

→２ルート以上の送電線
による外部電源を確保 

『設計方針』 

→非常用所内電源を確保 

福島第一原子力発電所

『今後の予定』 
○開閉設備，変圧器の 

信頼性向上対策 
・高台への機器の新設 

及び電源構成の変更 

『今後の予定』 
○所内高圧母線の構成変更 
・所内高圧母線の高台への 

新設 
・異系統電源に所内負荷を 

分割接続できる構成へ変更
○連系線の強化 

『今後の予定』 

○非常用ディーゼル発電機の復旧 

・既設非常用 D/G(2B)(4B)を復旧 

・建屋防水性向上対策 

『今後の予定』 
○電気系統の監視の 

機能強化 
・送電線電圧に加え 

所内高圧母線電圧の
免震重要棟での監視
機能を強化 

新福島変電所 

D/G 
5A 

D/G 
5B 

D/G 
6A 

D/G 
6B 

【原子炉注水系】 
・常用高台炉注水ポンプ 

・タービン建屋内炉注水ポンプ(2 号) 

・純水タンク脇炉注水ポンプ 

【使用済燃料プール等】 
・使用済燃料プール冷却設備（1,2 号）

【格納容器窒素封入設備】 
・窒素ガス分離装置 A，B 

【滞留水処理】 
・淡水化装置 

（逆浸透膜装置） 

【滞留水処理】 
・淡水化装置 

（蒸発濃縮装置） 

【滞留水処理】 
・除染装置 

【滞留水処理】 
・処理設備 

・セシウム吸着装置 

・第二セシウム吸着装置 

【原子炉注水系】 
・タービン建屋内炉注水ポンプ(3 号) 

・CST 炉注水ポンプ 

【使用済燃料プール等】 
・使用済燃料プール冷却設備（3,4 号）

基本目標 
① 中期的安全確保で求められる負荷が，外部電源及び非常用所内電源のいずれからも電力の供給を受けられること 
② 外部電源は，異なる送電系統で２回線以上であること 
③ 非常用所内電源が使用できない場合は，電源車などの代替機能を有すること 

【原子炉注水系】 
・タービン建屋内炉注水ポンプ

【滞留水処理】 
・滞留水移送装置 

接続先を所内共通 M/C(1A) 
に変更予定 

東北電力(株) 
富岡変電所 
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